
                                              令和２年４月２０日 

お客さま各位 

                                  大 和 信 用 金 庫 

 

「緊急事態宣言発令」に伴う当金庫の業務対応について 
 

平素は大和信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和 2 年４月１６日に政府が緊急事態宣言を

発令したことを受けまして、お客さまと当金庫職員の安全を最優先に考え、当金庫は以下のとお

り感染拡大の防止に努めてまいることといたしました。 

お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

 １．営業業務について 

    令和２年４月２０日現在、当金庫職員において感染症発症者および濃厚接触者は発生し

ておりません。 

事業の公共性から通常どおり営業しておりますが、本支店において一部を除き極力２グ

ループ体制とし、職員は隔日出勤としております。また、職員は感染予防のためマスクを

着用しております。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

 ２．渉外担当者の訪問活動自粛について 

    令和２年４月２０日から５月２９日までの期間は、渉外担当者の訪問活動を自粛させて

いただきます。ただし、お急ぎのご用件等で訪問をさせていただく場合には、事前にお電

話でお客さまのご了承をいただきましたうえで訪問させていただきます。 

 

 ３．新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う融資ご相談について 

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に大きな影響を受けた事業者さまの

ご相談に柔軟かつスピーディーに対応すべく、令和２年３月１１日より各営業店（本町出

張所を除く）に融資相談窓口を設置しております。また、当金庫独自の融資商品を３月５

日から取扱いしております。ご相談につきましてはお気軽にお近くの当金庫営業店にお問

い合せください。 

 

 ４．お客さま向けセミナー・イベント等の中止について 

    感染拡大の起点となることがないよう、濃厚接触の可能性のあるお客さま向けセミナ

ー・イベントや会合などについて、原則として全て中止させていただいております。参加

者ならびに関係者の健康と安全を考慮しての判断でございますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  以 上 
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